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旨

本
法
律
案
は
、
少
年
審
判
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
一
層
の
保
護
を
図
る
た
め
、
一
定
の
重
大
事
件
の
被
害

者
等
が
少
年
審
判
を
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
創
設
、
被
害
者
等
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
及
び
謄
写
の
要
件
の
緩
和
等
を

行
う
ほ
か
、
成
人
の
刑
事
事
件
に
よ
り
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
そ
の
管
轄
を
家
庭
裁
判
所
か
ら
地
方
裁
判
所
等
へ
移
管
す
る

等
の
所
要
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
被
害
者
等
に
よ
る
少
年
審
判
の
傍
聴

１

家
庭
裁
判
所
は
、
殺
人
事
件
等
一
定
の
重
大
事
件
の
被
害
者
等
か
ら
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
の
傍
聴
の
申
出
が
あ

る
場
合
、
少
年
の
年
齢
及
び
心
身
の
状
態
、
事
件
の
性
質
、
審
判
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

申
出
を
し
た
者
に
対
し
、
審
判
の
傍
聴
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

家
庭
裁
判
所
は
、
１
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
傍
聴
を
許
す
場
合
に
お
い
て
、
傍
聴
す
る
者
が
著
し
く
不
安
又
は
緊
張
を

覚
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
適
当
と
認
め
る
者
を
、
傍
聴
す
る
者
に
付
き
添
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
被
害
者
等
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
及
び
謄
写
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少
年
保
護
事
件
の
被
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
保
管
す
る
当
該
保
護
事
件
の
記
録
（
家
庭
裁
判
所
が
専
ら

当
該
少
年
の
保
護
の
必
要
性
を
判
断
す
る
た
め
に
収
集
し
た
も
の
及
び
家
庭
裁
判
所
調
査
官
が
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
当
該
少

年
の
保
護
の
必
要
性
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
作
成
・
収
集
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
認
め
る
。

三
、
被
害
者
等
の
申
出
に
よ
る
意
見
の
聴
取

被
害
者
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
又
は
兄
弟
姉
妹
を
、
第
九
条
の
二
に

規
定
す
る
意
見
の
聴
取
の
対
象
者
と
す
る
。

四
、
成
人
の
刑
事
事
件

成
人
の
刑
事
事
件
に
関
し
、
少
年
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
第
一
審
の
裁
判
権
を
家
庭
裁
判
所
か
ら
地

方
裁
判
所
等
に
移
管
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
裁
判
所
が
少
年
保
護
事
件
の
調
査
又
は
審
判
に
よ
り
同
項
に
掲
げ
る
事
件
を
発

見
し
た
と
き
の
通
知
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
た
同
法
第
三
十
八
条
を
削
除
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
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な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
少
年
審
判
の
傍
聴
の
許
否
の
判
断
基
準
の
明
確
化
及
び
配
慮
規
定
の
追
加
、
傍

聴
の
対
象
と
な
る
少
年
審
判
の
下
限
年
齢
の
設
定
、
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
か
ら
の
意
見
の
聴
取
、
被
害
者
等
に
対
す
る
審
判

状
況
の
説
明
等
に
つ
い
て
修
正
が
行
わ
れ
た
。


